
 

公　　　　告 
 

令和８年度　川辺川ダム砂防事務所管内における 

災害時応急対策工事等に関する基本協定の締結　 

 

　次のとおり公告します。 

 

　令和８年１月１６日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省九州地方整備局 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川辺川ダム砂防事務所長　栗原　太郎 

 

 

１．基本協定の概要等 

（１）基本協定の目的 

　　　本協定は、川辺川ダム砂防事務所が管轄する事業区域において、大規模な災害が発生もしくは災害

の発生が予測された場合、緊急的にダム・砂防区間等の巡視又は応急対策工事を実施することを想

定し、あらかじめ実施業者を定め、応急復旧及び災害の拡大防止に資することを目的としている。 

 

（２）基本協定区間　 

　　　基本協定締結区間は表－１のとおりであり、４ブロックそれぞれ２社程度と基本協定 

　　を締結するものとする。 

　　　また「九州地方整備局防災業務計画」に基づき災害対策本部長、災害支援本部長もしくは応援対策

　　本部長（九州地方整備局長）から出動命令があった場合は、当事務所の管轄区域外（他の直轄事務　

　　所、他の地方整備局、自治体等）において発生した災害等の応急対策を要請する場合がある。 

　（表－１）　基本協定締結区間

ブロック 区　間　名 基　本　協　定　締　結　区　間 　備　考 

 ① 相良村・五木村の川辺川左岸地区  相良村の晴山谷川流域から五木村の竹の川流域までの区間 技術資料説明書に

 及びダム管理区間 よる

   ② 相良村・五木村の川辺川右岸地区  相良村の初神谷川流域から五木村の掛迫川流域までの区間      〃
 及びダム管理区間

 ③ 五木村・八代市泉町の川辺川左岸  五木村の横手谷川流域から八代市泉町の葉木川流域までの区      〃 

地区 間

   ④ 五木村・八代市泉町の川辺川右岸  五木村の栗鶴川流域から八代市泉町の谷内川流域までの区間      〃 

地区

 

（３）協定期間　　令和８年４月１日　～　令和９年３月３１日 

 

（４）本協定締結業者の選定については、災害時等における応急復旧工事又は対策工事を実施する際の 

　　工事実施体制、保有技術者、工事の施工実績等に関する技術資料及び、それらに関し確認が必要な 

　　場合において資機材保有状況、安全管理等に関するヒアリングを実施し、それらを総合的に評価し 

　　て協定締結業者を選定する。 

　　　評価については、希望した１～４ブロック毎に業者を評価し、対象区間毎の協定締結業者として 

　　決定する。なお、対象ブロックに希望がないなどの場合には、参加表明をいただいた業者の中で、 

　　他ブロックへの協力を調整させていただく場合がある。その後、川辺川ダム砂防事務所において協定 

　　締結区間を決定する。 

 

 



（５）基本協定締結後、災害等が発生し緊急的に工事を実施する場合は協定締結区間にとらわれず、対応 

 　可能な最適実施業者を選定し、速やかに工事請負契約を締結する。工事の実施に当たっては、関係法 

　 令等を遵守するものとする。 

 　　但し、基本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、実際の工事を行わないことに

　 なることを付記する。 

 

２．参加資格要件 

（１）予算決算及び会計令(昭和２２年勅令第１６５号)(以下「予決令」という。) 第７０条及び第７１

　　条の規定に該当しない者であること。 

 

（２）九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７･８年度の一般土木工事に係る一般競争　

　　（指名競争）参加資格の申請を行っていること。 

　　九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７･８年度の一般土木工事に係る（Ｃ～Ｄ）　

　等級の一般競争（指名競争）参加資格の認定を令和７年４月１日時点において受けていること（会社　

　更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法　

　(平成１１年法律第２２５号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開　

　始の決定後、当該地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている　

　こと。)。 

　　　なお、認定されていない場合もしくは協定締結後に一般競争参加資格を失効したときは、失効し

　　た日をもって協定を無効とする。 

 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開

    始の申立てがなされている者(上記（２）の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 

 

（４）希望する基本協定締結区間に、概ね１時間以内で到着する場所に災害対応可能な基地点となる本店

　　を有すること。なお、本店の所在地は、人吉市、球磨村、山江村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯 

　　前町、水上村、相良村、五木村、八代市を想定している。 

 

（５）参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認(以下「資料」という。)の提

    出期限の日から締結業者決定の時までの期間に、九州地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止

    等の措置要領（昭和５９年３月２９日付け建設省厚第９１号）に基づく指名停止を受けていない  　

    こと。 

 

（６）九州地方整備局における一般土木工事のうち、令和２年４月１日以降完成した工事がある場合 

    においては、当該工事に係る工事成績評定通知書の評定点の平均が６５点以上であること。 

 

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土

 　 交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。　 

 

（８）災害等により請負契約を取り交わす時点において、元請け・下請けを問わず補償できる「法定外労

　　働災害補償制度」に加入していること。なお、法定外労働災害補償制度には、工事現場単位で随時加

　　入する方式と直前１年間の完成工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を補償対象にする方式が

　　あるが、いずれの方式でも差し支えない。　 

 

（９）以下に定める届け出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がないものを除く。）でな

　　いこと。 

    ・健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務 

・厚生年金保険法（昭和２９年法律代１１５号）第２７条の規定による届出の義務 

・雇用保険法（昭和４９年法律代１６号）第７条の規定による届出の義務 



 

３．本基本協定に関する手続等 

（１）担当部局 

　　　〒８６８－００９５　熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話 　０９６６－２３－３１７４（代）（内線４０２,３２５） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　 ０９６６－２２－１２９３ 

　　　　　国土交通省九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所　専門調査官 

　　　　　　　　　　　　 

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法 

　　①　交付期間 ： 令和８年１月１９日（月）から令和８年２月１３日（金）までの土曜日、日曜日

                   及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

　　②　交付場所 ： 〒８６８－００９５　熊本県球磨郡相良村大字柳瀬３３１７ 

　　　　　　　　　  国土交通省九州地方整備局　川辺川ダム砂防事務所　砂防工事課　工事係 

　　③　交付方法 ： ①直接受け取り（事務所来所） 

　　　　　　　　　　　直接交付を希望する希望者は交付期間内に事務所へ来所した際に電子媒体（ＣＤ

　　　　　　　　　　等）で交付する。 

　　　　　　　　　　②メール 

　　　　　　　　　　　メールでの交付希望者は、メールアドレス「qsr-kawabe@mlit.go.jp」に 

会社名、担当者、連絡先、がわかるよう連絡すること。 

 （３）協定締結参加資格確認申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法 

　　①　提出期間 ： 令和８年１月１９（月）から令和８年２月１３日（金）までの土曜日、日曜日  
                 及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

　　②　提出場所 ： 上記３．（２）に同じ。 

　　③　提出方法 ： 持参又はメール（提出先について別途連絡）により提出する。 

 

４　その他 

（１） 技術資料の作成要領、基本協定締結業者の評価及び決定方法等の詳細については、「技術資料等説

　　明書」による。 


